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市委第１２号 

環境センター汚染物調査分析業務委託仕様書 
 

 

１ 一般概要 

阿賀野市環境センター（令和７年 4 月廃止）（以下「本施設」という。）に設置し

てある機器に残る付着物にどれほどの汚染物があるのか解体設計の基礎資料として、

ダイオキシン類及びアスベストの調査分析業務である。 

 

２ 委託名 

   市委第１２号 環境センター汚染物調査分析業務委託 

 

３ 委託場所 

     阿賀野市 笹岡（環境センター） 地内 

 

４ 工期 

      契約日から令和７年１０月３１日 

 

５ 業務内容 

(1) ダイオキシン類調査分析業務 

  試料対象箇所 １６箇所 

①A 系焼却炉内 付着物   ②B 系焼却炉内 付着物 

②A 系ガス冷却室内 付着物   ④B 系ガス冷却室内 付着物 

⑤A 系空気予熱器内 付着物   ⑥B 系空気予熱器内 付着物 

⑦A 系白煙防止空気加熱器内 付着物 

⑧B 系白煙防止空気加熱器内 付着物 

⑨A 系バグフィルタ内 付着物  ⑩B 系バグフィルタ内 付着物 

⑪A 系煙道内 付着物   ⑫B 系煙道内 付着物 

⑬A 系煙突下部 付着物   ⑭B 系煙突下部 付着物 

⑮灰固形化装置   ⑯排水処理設備 付着物 
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(2) アスベスト調査分析業務 

  含有調査 定性６成分（JIS A 1481-1） 試料対象箇所 １４箇所 

①建屋外壁        ②煙突建屋外壁 

③煙突断熱材       ④ピット内屋根防滴材 

⑤トイレ天井ボード    ⑥休憩室天井裏エアコン配管断熱材 

⑦休憩室押し入れ壁    ⑧休憩室天井 

⑨廊下天井        ⑩廊下シート 

⑪脱衣室入口床シート   ⑫中央制御室シート 

⑬屋外窓枠パッキン    ⑭炉室鉄骨断熱材 

 

６ 成果品 

   （1）ダイオキシン類調査結果報告書 ２部 

   （2）石綿障害予防規則 第３条第５項に基づく事前調査における 

石綿分析結果報告書 ２部 

 

７ 特記事項 

（1）検体採取日については、発注者と協議を行い決定すること。なお、結果を急

ぐため検体採取は、できるだけ早く検体採取をすること。 

（2）試料採取後ダイオキシン類調査結果及びアスベスト分析結果共にメールまた

はファックスにて４５日以内に速報を入れること。 

   （3）試料採取時の状況写真を報告書に添付すること。 

   （4）本施設は、通電していないため、発電機等の電源を確保すること。 

   （5）調査結果は、発注者の許可なく公表してはならない。 

   （6）成果品引き渡し後において、受注者の責めに帰すべき誤りが発見され、発注 

者がその訂正を要求した場合は、受注者の負担において速やかに訂正しなけ

ればならない。 

 

８ 疑義 

受注者は、本仕様書または業務中に疑義の生じた場合には、その都度書面にて発

注者と十分な協議を行い、その指示に従うとともに内容を十分に了解した上でその

記録を保存すること。 

また、仕様書に明記されていない事項であっても、業務の性格上当然と思われる

ものについては、仕様書の記載の有無にかかわらず、受注者の責任において業務を

遂行しなければならない。 
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９ その他 

（1）関係法令の遵守 

     業務及び試料採取時は、労働安全衛生規則に基づく廃棄物焼却施設作業にお

けるダイオキシン類ばく露防止対策要綱及び石綿障害予防規則等の関係法

令を遵守すること。 

（2）工事関係書類の提出 

      落札後及び履行後には速やかに必要書類提出のこと。 


